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１ 本資料は，裁判員制度に対する国民の理解と関心を深めるとともに，同制度の運用の改善

などのための検討に資するため，裁判員法１０３条に基づき，毎年，裁判員裁判対象事件の

取扱状況，裁判員及び補充裁判員の選任状況その他裁判員法の実施状況について公表するも

のである。 

本公表は，第１２回目の公表であり，令和２年（令和２年１月１日から同年１２月３１日

まで）における裁判員裁判対象事件を対象としている。 

２ 本資料は，以下の４部構成をとっている。 

(1) 第１の「実施状況の概要」（図表１ないし図表１０）では，裁判員裁判対象事件の概況

データを一覧表で示した上で，裁判員裁判対象事件の新受，終局，未済の各状況及び裁判

員等の負担について示した。 

(2) 第２の「裁判員等の選任に関する実施状況について」（図表１１ないし図表２８）では，

裁判員候補者名簿の作成から事件ごとの候補者選定，調査票及び質問票の回答に基づく辞

退許可等，選任手続期日における裁判員の選任・不選任に至るまでの選任手続の流れに沿

って，統計データを示すとともに，特に，選任手続全般を通じた辞退の許否に関する状況

について，データを示した（手続の流れ等については，１２頁以下を参照されたい。）。 

(3) 第３の「裁判員の参加する公判手続の実施状況について」（図表２９ないし図表７６）

では，公判前整理手続から公判審理，評議，裁判の結果（判決等），上訴に至る裁判手続

の流れに沿って，統計データを示すとともに，特に，公判前整理手続や公判審理に要した

期間等について，データを示した（手続の流れ等については，３９頁以下を参照されたい。）。 

(4) 第４の「その他」（図表７７ないし図表８２）では，弁護人及び通訳人，裁判員法違反

に関する統計データを示した。 

３ 本資料の統計，図表その他の計数資料は，主に，司法統計年報，通達に基づく裁判統計報

告書及び刑事局への各種報告等によるものである。 

４ 本資料の全般に用いられる特別法等の略称や用語の定義，平均値の算出方法については，

凡例のとおりである。 

令和３年７月 

 最高裁判所事務総局  

は じ め に 
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１ 特別法，政令の略称 
 

［略称］ ［法令，政令名］ 

裁判員法（又は「法」） 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 

裁判員規則（又は「規」） 裁判員の参加する刑事裁判に関する規則 

辞退政令 
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第１６条第８号に規
定するやむを得ない事由を定める政令（平成２０年政令第３
号） 

銃刀法 銃砲刀剣類所持等取締法 
組織的犯罪処罰法 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 

麻薬取締法 麻薬及び向精神薬取締法 

麻薬特例法 
国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為
等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に
関する法律 

自動車運転死傷処罰法 
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法
律 

 

２ 用語の定義・説明 
 

（※[頁]は最初に掲載されたページ数のみを記載した(ただし，図表１，２９を除く)。） 
 

［用語］ ［定義・説明］ ［頁］ 

裁判員裁判対象事件 
平成２１年５月２１日の裁判員制度施行後に起訴された法
２条１項各号に該当する事件及び法５条本文に該当する事
件。 

1 

新受人員 
起訴された被告人の員数又は他の裁判所から移送等によっ
て受理した被告人の員数。ただし，裁判員裁判に関する事
務を取り扱う支部以外の支部に起訴された人員を除く。 

2 

延べ人員 

１人の被告人，裁判員候補者及び被害者等を重複して計上
することがある場合をいう。例えば，同一の被告人に対す
る複数の事件が各別に起訴された場合には，その後，これ
ら複数の事件を併合して審理，終局した場合であっても，
事件ごとに員数を計上した。 

2 

凡   例 



 

 II

［用語］ ［定義・説明］ ［頁］ 

終局人員 

判決，決定，その他で終局した被告人の員数。裁判員裁判
に関する事務を取り扱う支部以外の支部に起訴され，当該
支部の管轄区域を取扱区域とする本庁又は支部に回付され
た人員を除く。複数の被告人に対する事件の審理が併合さ
れて終局となった場合には，各被告人の員数を計上し，同
一の被告人に対する事件の審理が併合されて終局となった
場合には，全事件を通じて１人として計上した。ただし，
同一の被告人に対する事件を分離し，各別に終局となった
場合には，終局した事件ごとに１人として計上した。 

5 

実人員 

１人の被告人，裁判員候補者名簿登録者，選任された裁判
員等を１人として計上する場合をいう。例えば，同一の被
告人について複数の起訴があり，その事件の審理が併合さ
れたまま終局したときでも１人として計上し，２人の被告
人の事件が併合されたまま審理終局したときは，手続及び
判決が１つであっても２人として計上した。 

5 

罪名（終局時） 

未遂処罰規定のある罪名については，未遂のものを含む。 
複数の罪名に当たる事件を併合審理した場合で，有罪（一
部無罪を含む。）のときは処断罪名を，無罪やその他のと
きは起訴されている（訴因変更があった場合は変更後の）
罪名のうち，裁判員裁判対象事件の罪名（裁判員裁判対象
事件が複数あるときは，法定刑が最も重いもの）を，それ
ぞれ計上した。 
起訴罪名と認定罪名が異なる場合や罰条の変更等の場合な
どにおいては，裁判員裁判対象事件の罪名と異なる罪名で
計上されることがある。 

5 

判決人員 

裁判員の参加した合議体により審理終局した被告人の員
数。少年法５５条による家裁移送決定があったものを含み，
裁判員法３条１項及び３条の２第１項の除外決定があった
もの及び裁判員が参加する合議体で審理が行われずに公訴
棄却判決があったものを含まない（実人員）。 
ただし，公判前整理手続に関する図表の判決人員は，裁判
員裁判対象事件以外の事件について，公判前整理手続に付
されずに公判を開いた後，罰条の変更等により裁判員裁判
対象事件になり，期日間整理手続に付されたもの等を含ま
ないため，他の図表の判決人員とは異なる。 

5 

未済人員 

起訴後，裁判所に事件は係属しているが，終局に至らない
被告人の員数。本資料においては，令和２年１２月３１日
現在の未済人員を計上した。 

7 

職務従事日数 
裁判員等が，選任手続，公判，評議及び判決宣告等のため
に裁判所に出席した日数の合計をいう（凡例 Ⅵ 頁のイメ
ージ参照）。 

10 

職務従事時間 
選任手続期日に要した時間，開廷時間及び最終評議に要し
た時間の合計時間（中間評議に要した時間を含まない。）
をいう（凡例 Ⅵ 頁のイメージ参照）。 

10 



 

 III

［用語］ ［定義・説明］ ［頁］ 

自白 
終局の段階において，全ての公訴事実を認め，かつ，法律
上犯罪の成立を妨げる理由又は刑の減免の理由となる事実
を主張していない場合をいう。 

10 

否認 

終局の段階において，公訴事実の全部若しくは一部を争い，
又は，公訴事実を認めながら法律上犯罪の成立を妨げる理
由若しくは刑の減免の理由となる事実を主張した場合及び
被告人が終局の段階まで黙秘していた場合をいう。 

10 

終局件数 

裁判員の参加した合議体により審理終局した事件ごとの件
数（終局した被告人の員数を計上する終局人員とは異な
る。）。原則として，被告人単位で計上しているが，終局
時に複数の被告人の事件が併合されている場合には，最も
刑の重い被告人１人について計上している。 

10 

地方裁判所 全国に設置されている５０か所の各地方裁判所をいう。 12 

受訴裁判所 
（又は「裁判所」） 

当該事件を審理する裁判体をいう。裁判員が選任される前
は，裁判官３人（又は１人）の組織であり，裁判員選任後
は，これに裁判員６人（又は４人）を加えた組織をいう。 

12 

選任手続期日 
法２７条１項で定める期日をいう。法９７条１項による選
任予定裁判員から裁判員等を選任する手続期日を含まな
い。 

12 

実審理予定日数 

裁判員等選任手続期日のお知らせに記載した公判期日等（
評議のみの日，判決のみの日を含み，選任手続期日のみの
日を含まない。）が予定されている日数の合計である（凡
例 Ⅵ 頁のイメージ参照）。 

15 

選定された裁判員候補
者数 

起訴された裁判員裁判対象事件について，受訴裁判所が定
め，地方裁判所がくじで選んだ裁判員候補者の員数をいう。
選定があった後，法３条１項及び３条の２第１項の除外決
定がされた場合や法５条ただし書によって取り扱われるこ
ととなった場合，裁判員が参加する合議体で審理が行われ
ることなく，公訴棄却・移送等で終局した場合には，選定
された裁判員候補者の数は計上していない。また，法２８
条の追加呼出しの場合に定められた追加して呼び出すべき
裁判員候補者の員数及び法９０条の選任予定裁判員を選定
するために呼び出すべき裁判員候補者の員数を含むが，選
定後，選任手続期日の指定を取り消したため，選定を取り
消された裁判員候補者の員数を含まない。 

18 

呼び出さない措置がさ
れた裁判員候補者 

選定された裁判員候補者のうち，1)裁判員候補者名簿記載
通知が到達していない場合，2)欠格事由・就職禁止事由に
該当する場合及び3)法１６条の辞退事由に該当すると認め
られた場合等で，選任手続期日に呼び出さない措置がされ
た裁判員候補者をいう（本文第２の１参照）。 

20 



 

 IV

［用語］ ［定義・説明］ ［頁］ 

辞退申出によって呼び
出さない措置がされた
裁判員候補者 

呼び出さない措置がされた裁判員候補者のうち，辞退申出
により法１６条の辞退事由に該当すると認められて呼び出
さない措置がされた裁判員候補者をいう。 

20 

辞退申出によって呼出
取消しがされた裁判員
候補者 

選任手続期日への呼出しがされた裁判員候補者のうち，辞
退申出により法１６条の辞退事由に該当すると認められた
場合で，選任手続期日への呼出しが取り消された裁判員候
補者をいう。 

20 

呼出取消しがされた裁
判員候補者 

選任手続期日への呼出しがされた裁判員候補者のうち，欠
格事由・就職禁止事由に該当する場合又は法１６条の辞退
事由に該当すると認められた場合等で，選任手続期日への
呼出しが取り消された裁判員候補者をいう（本文第２の１
参照）。 

22 

辞退が認められた裁判
員候補者（選任手続全
般を通じて） 

1)辞退申出によって呼び出さない措置がされた裁判員候補
者，2)辞退申出によって呼出取消しがされた裁判員候補者
及び3)選任手続期日に辞退が認められた裁判員候補者の合
計をいう。 

34 

審理期間 

事件の受理の日から終局までの期間（併合事件がある場合
は，最初の事件を受理した日から終局までの期間。）（月
数）をいう（多くの事件では，起訴状を受理した日から判
決宣告までの期間である。）（凡例 Ⅵ 頁のイメージ参照）。 

40 

公判前整理手続期間 
公判前整理手続に付する旨の決定があった日から同手続が
終了した日までの期間（月数）をいう（凡例 Ⅵ 頁のイメ
ージ参照）。 

40 

実審理期間 
第１回公判期日から終局（判決宣告）までの期間（日数）
をいう。審理等が行われなかった日や土日祝日を含む（凡
例 Ⅵ 頁のイメージ参照）。 

40 

開廷時間 
公判期日及び刑事訴訟法２８１条に基づく証人尋問等の公
判準備に要した全ての時間をいう。評議（中間評議の時間
を含む。）の時間を含まない（凡例 Ⅵ 頁のイメージ参照）。 

40 

証人尋問時間，被告人
質問時間 

「検察官」の尋問（質問）時間には，被害者（委託弁護士
を含む。）の尋問（質問）時間を含み，「弁護人」の証人
尋問時間には，被告人本人による尋問時間を含む。また，
「裁判体」とは，裁判官及び裁判員をいう。 

40 



 

 V

［用語］ ［定義・説明］ ［頁］ 

取調べ証拠数 
検察官又は弁護人（被告人を含む。）が請求し，取り調べ
られた書証，物証及び人証の合計数をいう。双方請求の場
合は，それぞれに重複して計上したため，延べ数である。 

57 

取調べ証人数 

検察官若しくは弁護人（被告人を含む。）が請求し又は職
権で取り調べられた人証の合計数をいう。取調べ証拠数と
は異なり，実人員数を計上した（同一の証人を検察側,弁護
側双方が請求し，取り調べた場合には，１人として計上し
た。）。 

57 

裁判員裁判対象罪名の
事件 

平成２１年５月２１日の裁判員制度施行前に起訴された法
２条１項該当事件。 

79 
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＜期間・時間に関するイメージ＞ 

選
任
手
続
期
日

第
１
回
公
判

最
終
評
議

第
４
回
公
判
（
判
決
）

第
２
回
公
判

第
３
回
公
判

実審理期間

受
理

公
判
前
整
理
手
続
に
付
す
る
決
定

公
判
前
整
理
手
続
終
了

選
任
手
続
期
日
の
お
知
ら
せ
の
送
付

公判前
整理
手続
期間

職務従事時間（中間評議を除く）

審理期間

開廷時間（評議を除く）

実審理
予定日数

１２３４５

1/5（火） 1/7（木） 1/29（金） 3/15（月） 3/16（火） 3/17（水） 3/18（木） 3/22（月） 3/23（火）

（注） 日付は架空のものである。

１２３４５６

職務従事日数

（８日）

（６日）

（５日）

 



 

 VII

３ 数値の算出方法 

(1) 平均値の算出方法 

ア 平均審理期間 

平均審理期間は，次の階級区分によって算出した（ただし，図表４０を除く。）。な

お，（ ）内は階級の代表値で月数を示す。 

１月以内（0.5）２月以内（1.5）３月以内（2.5）６月以内（4.5）１年以内（9） 

２年以内（18） ３年以内（30） ３年を超えるもの（60） の８区分 

イ 平均公判前整理手続期間 

平均公判前整理手続期間は，次の階級区分によって算出した（ただし，図表４０を除

く。）。（ ）内は階級の代表値で月数を示す。なお，統計数値の収集実績に伴い，平

成２３年の資料から分布の表示方法及び代表値を変更した。 

１５日以内（0.5） １月以内（0.5） ２月以内（1.5） ３月以内（2.5） 

６月以内（4.5） ９月以内（7.5） １年以内（10.5） １年３月以内（13.5） 

１年６月以内（16.5） １年９月以内（19.5） ２年以内（22.5） 

２年３月以内（25.5） ２年６月以内（28.5） ２年９月以内（31.5） 

３年以内（34.5） ３年を超えるもの（48） の１６区分 

ウ その他の平均値 

上記以外の平均値（選任された補充裁判員数の平均，平均開廷回数，平均取調べ証拠

数，平均実審理期間，平均評議時間等）は，対象となる人数，回数，日数等の和をサン

プル数で除する方法によって算出した。 

(2) 構成比及び比率（％）の算出方法 

構成比及び比率は小数第２位を四捨五入する方法で算出した。そのため，項目ごとの合

計が 100.0％にならない場合がある。
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図表１    裁判員裁判対象事件の概況データ               (1) 

 

２ 新受人員及びその内訳（庁別・罪名別）・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 

図表２    地裁刑事通常第一審事件及び裁判員裁判対象事件の新受 

人員                            (2) 

図表３        庁別の新受人員                         (3) 

図表４    罪名別の新受人員                      (4) 

 

３ 終局人員及びその内訳（庁別・罪名別）・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 

図表５    庁別の終局人員                       (5) 

図表６    罪名別の終局人員                      (6) 

 

４ 未済人員及びその内訳（庁別・係属期間別（総数））・・・・・・・・・・ 7 
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第１ 実施状況の概要 

１ 概況 

令和２年の裁判員裁判対象事件の概況は，図表１のとおりである。各データの詳細は右

欄外に記載した各図表を参照されたい。 

 
図表１ 裁判員裁判対象事件の概況データ 

新受人員（延べ人員） １，００５（人） （注）　図表２～４参照

新受人員（実人員） ９５４（人） （注）　図表７－２の次の(参考)参照

終局人員（実人員） ９３３（人） （注）　図表５，６，７０，７１参照

平均職務従事日数 ７.０（日） （注）　図表８参照

裁判員候補者名簿登録人数 ２３２，８００（人） （注）　図表１１，１２，１９参照

選定された裁判員候補者の数 １０４，２０５（人） （注）　図表１３～１６等参照

平均実審理予定日数 ６.３（日） （注）　図表１３（参考）参照

選任手続期日に出席した裁判員候補者の数 ２４，７９８（人） （注）　図表１６～１８等参照

選任手続期日への裁判員候補者の出席率 ６９.７（％） （注）　図表１６，２４参照

辞退が認められた裁判員候補者の数 ６９，０３７（人） （注）　図表２５，２８参照

辞退が認められた裁判員候補者の割合 ６６.３（％） （注）　図表２６～２８参照

選任された裁判員の数 ５，２２１（人） （注）　図表１９参照

選任された補充裁判員の数 １，７６１（人） 　　　　　〃

平均審理期間 １２.０（月） （注）　図表３５，３６，３９，４１参照

平均実審理期間 １２.１（日） （注）　図表４２参照

平均開廷回数 ４.７（回） （注）　図表４３～４５，６３参照

平均取調べ証拠数 ２１.６（個） （注）　図表４６参照

平均取調べ証人数 ２.７（人） （注）　図表４７，４８参照

平均証人尋問時間 ２１９.１（分） （注）　図表４９，５５参照

平均被告人質問時間 １８５.６（分） （注）　図表５１，５５参照

被害者参加の申出があった判決人員 １６６（人） （注）　図表６５参照

平均評議時間 ７６１.２（分） （注）　図表６６～６８参照

第４ その他 通訳翻訳人の付いた外国人の判決人員 １７０（人） （注）　図表７８，７９参照
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２ 新受人員及びその内訳（庁別・罪名別） 

令和２年１月１日から１２月３１日までの裁判員裁判対象事件の新受人員（「延べ人員」

である。）は 1,005 人であり，同年における地裁刑事通常第一審事件全体の新受人員（6 万

6939 人）の 1.5％を占めている（以上，図表２）。 

同年における裁判員裁判対象事件の新受人員を庁別及び罪名別にみると，図表３及び図

表４のとおりである。 

 

図表２ 地裁刑事通常第一審事件及び裁判員裁判対象事件の新受人員 

（注）１　延べ人員である。

　　　２　通常第一審事件には再審事件を含む。

　　　３　裁判員裁判対象事件には，裁判員裁判に関する事務を

　　　　取り扱う支部以外の支部に起訴された裁判員裁判対象事

　　　　件は含まれない。

裁判員裁判対象事件 1,005人 (1.5%)

その他の事件

65,934人 (98.5%)

通常第一審事件 66,939人 （100.0%）
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図表３ 庁別の新受人員 

      

総数 1,005        

東京地裁本庁 118           広島地裁本庁 18             

東京地裁立川支部 32             山口地裁本庁 6               

横浜地裁本庁 61             岡山地裁本庁 17             

横浜地裁小田原支部 8               鳥取地裁本庁 -               

さいたま地裁本庁 69             松江地裁本庁 4               

千葉地裁本庁 66             福岡地裁本庁 39             

水戸地裁本庁 26             福岡地裁小倉支部 14             

宇都宮地裁本庁 14             佐賀地裁本庁 2               

前橋地裁本庁 12             長崎地裁本庁 9               

静岡地裁本庁 7               大分地裁本庁 3               

静岡地裁沼津支部 11             熊本地裁本庁 6               

静岡地裁浜松支部 8               鹿児島地裁本庁 9               

甲府地裁本庁 5               宮崎地裁本庁 5               

長野地裁本庁 8               那覇地裁本庁 7               

長野地裁松本支部 6               仙台地裁本庁 14             

新潟地裁本庁 8               福島地裁本庁 2               

大阪地裁本庁 88             福島地裁郡山支部 4               

大阪地裁堺支部 21             山形地裁本庁 3               

京都地裁本庁 19             盛岡地裁本庁 4               

神戸地裁本庁 39             秋田地裁本庁 2               

神戸地裁姫路支部 18             青森地裁本庁 5               

奈良地裁本庁 7               札幌地裁本庁 10             

大津地裁本庁 18             函館地裁本庁 5               

和歌山地裁本庁 4               旭川地裁本庁 3               

名古屋地裁本庁 46             釧路地裁本庁 5               

名古屋地裁岡崎支部 8               高松地裁本庁 7               

津地裁本庁 23             徳島地裁本庁 4               

岐阜地裁本庁 21             高知地裁本庁 6               

福井地裁本庁 3               松山地裁本庁 7               

金沢地裁本庁 5               

富山地裁本庁 6               

　　　２　裁判員裁判に関する事務を取り扱う支部以外の支部に起訴された人員を除く。

（注）１　延べ人員である。
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図表４ 罪名別の新受人員 

   

総数 1,005     

強盗致傷 304        

殺人 217        

現住建造物等放火 97         

（準）強制わいせつ致死傷 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

覚醒剤取締法違反 77         

傷害致死 57         

（準）強制性交等致死傷 47         

強盗致死（強盗殺人） 33         

強盗・強制性交等 28         

危険運転致死 22         

保護責任者遺棄致死 11         

銃刀法違反 10         

偽造通貨行使 5           

身代金拐取 2           

通貨偽造 1           

爆発物取締罰則違反 1           

その他 3           

（注）１　延べ人員である。

　　　２　受理後の罰条の変更により，裁判員裁判対象事件になったものを含まず，同

　　　　事件に該当しなくなったものは含む。

　　　３　１通の起訴状で複数の罪名の異なる裁判員裁判対象事件が起訴された場合は，

　　　　法定刑の最も重い罪名に計上した。

　　　４　裁判員裁判に関する事務を取り扱う支部以外の支部に起訴された人員を除く。

　　　５　「（準）強制わいせつ致死傷」は，監護者わいせつ致死傷を含む。

　　　６　「（準）強制性交等致死傷」は，監護者性交等致死傷及び平成29年法律第72

　　　　号による改正前の（準）強姦致死傷を含む。

      ７　「強盗・強制性交等」は，平成29年法律第72号による改正前の強盗強姦を含

      　む。

      ８　「危険運転致死」は，平成25年法律第86号による改正前の刑法208条の2及び

　　　　自動車運転死傷処罰法２条に規定する罪である。

強盗致傷

30.2%

殺人

21.6%

現住建造物等放火

9.7%

（準）強制わいせつ致死傷

9.0%

覚醒剤取締法違反

7.7%

その他

21.9%

 
     



第１ 実施状況の概要 

 5

総数 933           

東京地裁本庁 136           広島地裁本庁 15             

東京地裁立川支部 18             山口地裁本庁 5               

横浜地裁本庁 43             岡山地裁本庁 12             

横浜地裁小田原支部 5               鳥取地裁本庁 2               

さいたま地裁本庁 46             松江地裁本庁 2               

千葉地裁本庁 129           福岡地裁本庁 30             

水戸地裁本庁 20             福岡地裁小倉支部 9               

宇都宮地裁本庁 6               佐賀地裁本庁 1               

前橋地裁本庁 14             長崎地裁本庁 3               

静岡地裁本庁 5               大分地裁本庁 3               

静岡地裁沼津支部 10             熊本地裁本庁 4               

静岡地裁浜松支部 5               鹿児島地裁本庁 10             

甲府地裁本庁 5               宮崎地裁本庁 3               

長野地裁本庁 8               那覇地裁本庁 16             

長野地裁松本支部 6               仙台地裁本庁 7               

新潟地裁本庁 7               福島地裁本庁 2               

大阪地裁本庁 93             福島地裁郡山支部 2               

大阪地裁堺支部 15             山形地裁本庁 4               

京都地裁本庁 17             盛岡地裁本庁 6               

神戸地裁本庁 22             秋田地裁本庁 3               

神戸地裁姫路支部 14             青森地裁本庁 7               

奈良地裁本庁 7               札幌地裁本庁 17             

大津地裁本庁 15             函館地裁本庁 3               

和歌山地裁本庁 6               旭川地裁本庁 -               

名古屋地裁本庁 37             釧路地裁本庁 1               

名古屋地裁岡崎支部 8               高松地裁本庁 8               

津地裁本庁 14             徳島地裁本庁 7               

岐阜地裁本庁 20             高知地裁本庁 7               

福井地裁本庁 2               松山地裁本庁 1               

金沢地裁本庁 4               

富山地裁本庁 6               

（注）１　実人員である。

　　　２　裁判員裁判に関する事務を取り扱う支部以外の支部に起訴され，当該支部の

　　　　管轄区域を取扱区域とする本庁又は支部に回付された人員を除く。

      ３　裁判員法３条１項の除外決定があった人員を除く。

３ 終局人員及びその内訳（庁別・罪名別） 
令和２年における裁判員裁判対象事件の終局人員（「実人員」である。）は，933 人であ

り，庁別，罪名別にみると，図表５及び図表６のとおりである（うち，有罪人員（一部無

罪を含む。）は 893 人であり，判決人員に対する有罪率は 98.7％である。）。 

なお，令和２年における地裁刑事通常第一審事件全体の終局人員は，4万 7117人である。 

図表５ 庁別の終局人員 
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図表６ 罪名別の終局人員 

総数 933        

強盗致傷 202        

殺人 197        

覚醒剤取締法違反 190        

現住建造物等放火 84         

（準）強制わいせつ致死傷 68         

傷害致死 44         

（準）強制性交等致死傷 42         

麻薬特例法違反 22         

危険運転致死 14         

強盗致死（強盗殺人） 11         

保護責任者遺棄致死 9           

強盗・強制性交等 9           

偽造通貨行使 8           

傷害 5           

強盗 5           

（準）強制性交等 3           

強盗強姦 3           

関税法違反 3           

（準）強姦致死傷 2           

窃盗 2           

銃刀法違反 2           

過失運転致死 2           

非現住建造物等放火 1           

逮捕監禁 1           

強盗・強制性交等致死 1           

電子計算機使用詐欺 1           

爆発物取締罰則違反 1           

道路交通法違反 1           

（注）１　実人員である。

　　　２　裁判員裁判に関する事務を取り扱う支部以外の支部に起訴され，当該支部の

　　　　管轄区域を取扱区域とする本庁又は支部に回付された人員を除く。

　　　３　裁判員法３条１項の除外決定があった人員を除く。

強盗致傷

21.7%

殺人

21.1%

覚醒剤取締法違反

20.4%

現住建造物等放火

9.0%

（準）強制わいせつ致死傷

7.3%

その他

20.6%
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４ 未済人員及びその内訳（庁別・係属期間別（総数）） 

令和２年末現在における裁判員裁判対象事件の未済人員（併合された事件を含む「延べ

人員」である。）は 1,317 人であり，庁別，係属期間別にみると，図表７のとおりである。 

なお，同年末現在における地裁刑事通常第一審事件全体の未済人員は，2 万 3365 人であ

る。 

図表７－１ 庁別の未済人員 

総数 1,317        

東京地裁本庁 199           広島地裁本庁 21             

東京地裁立川支部 32             山口地裁本庁 4               

横浜地裁本庁 67             岡山地裁本庁 23             

横浜地裁小田原支部 5               鳥取地裁本庁 -               

さいたま地裁本庁 89             松江地裁本庁 3               

千葉地裁本庁 97             福岡地裁本庁 77             

水戸地裁本庁 52             福岡地裁小倉支部 13             

宇都宮地裁本庁 13             佐賀地裁本庁 1               

前橋地裁本庁 8               長崎地裁本庁 10             

静岡地裁本庁 7               大分地裁本庁 4               

静岡地裁沼津支部 6               熊本地裁本庁 11             

静岡地裁浜松支部 16             鹿児島地裁本庁 7               

甲府地裁本庁 4               宮崎地裁本庁 7               

長野地裁本庁 8               那覇地裁本庁 7               

長野地裁松本支部 9               仙台地裁本庁 12             

新潟地裁本庁 12             福島地裁本庁 2               

大阪地裁本庁 107           福島地裁郡山支部 5               

大阪地裁堺支部 21             山形地裁本庁 3               

京都地裁本庁 20             盛岡地裁本庁 3               

神戸地裁本庁 50             秋田地裁本庁 2               

神戸地裁姫路支部 15             青森地裁本庁 12             

奈良地裁本庁 7               札幌地裁本庁 14             

大津地裁本庁 26             函館地裁本庁 4               

和歌山地裁本庁 4               旭川地裁本庁 3               

名古屋地裁本庁 77             釧路地裁本庁 6               

名古屋地裁岡崎支部 7               高松地裁本庁 5               

津地裁本庁 23             徳島地裁本庁 4               

岐阜地裁本庁 36             高知地裁本庁 11             

福井地裁本庁 3               松山地裁本庁 6               

金沢地裁本庁 6               

富山地裁本庁 11             

（注）１　延べ人員である。

　　　２　裁判員裁判対象事件と裁判員裁判対象事件以外の事件が併合審理されている場合は，

　　　　併合されている裁判員裁判対象事件以外の事件の未済人員を含む。

　　　３　裁判員法３条１項の除外決定があった人員を除く。
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図表７－２ 係属期間別の未済人員 

   

1,317       130        218        326        370        224        49          

（注）１　延べ人員である。

　　　２　裁判員裁判対象事件と裁判員裁判対象事件以外の事件が併合審理されている場合は，

　　　　併合されている裁判員裁判対象事件以外の事件の未済人員を含む。

　　　３　裁判員法３条１項の除外決定があった人員を除く。

１年

以内

２年

以内

２年を

超える
総数

１月

以内

３月

以内

６月

以内
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（参考）庁別の新受，終局及び未済の各人員 

 

新受 終局 未済

総数 954 933 955 新受 終局 未済

東京地裁本庁 110       136       141       広島地裁本庁 18         15         21         

東京地裁立川支部 32         18         32         山口地裁本庁 5           5           3           

横浜地裁本庁 61         43         60         岡山地裁本庁 15         12         18         

横浜地裁小田原支部 7           5           5           鳥取地裁本庁 -           2           -           

さいたま地裁本庁 60         46         50         松江地裁本庁 4           2           3           

千葉地裁本庁 60         129       67         福岡地裁本庁 31         30         52         

水戸地裁本庁 21         20         28         福岡地裁小倉支部 14         9           8           

宇都宮地裁本庁 14         6           13         佐賀地裁本庁 2           1           1           

前橋地裁本庁 12         14         8           長崎地裁本庁 9           3           8           

静岡地裁本庁 7           5           6           大分地裁本庁 4           3           3           

静岡地裁沼津支部 11         10         5           熊本地裁本庁 7           4           7           

静岡地裁浜松支部 8           5           10         鹿児島地裁本庁 8           10         7           

甲府地裁本庁 4           5           3           宮崎地裁本庁 6           3           6           

長野地裁本庁 8           8           8           那覇地裁本庁 7           16         5           

長野地裁松本支部 7           6           6           仙台地裁本庁 12         7           10         

新潟地裁本庁 6           7           10         福島地裁本庁 2           2           2           

大阪地裁本庁 80         93         75         福島地裁郡山支部 4           2           4           

大阪地裁堺支部 21         15         20         山形地裁本庁 3           4           3           

京都地裁本庁 17         17         18         盛岡地裁本庁 4           6           3           

神戸地裁本庁 38         22         32         秋田地裁本庁 2           3           2           

神戸地裁姫路支部 18         14         11         青森地裁本庁 6           7           11         

奈良地裁本庁 7           7           6           札幌地裁本庁 14         17         12         

大津地裁本庁 20         15         13         函館地裁本庁 5           3           4           

和歌山地裁本庁 4           6           4           旭川地裁本庁 3           -           3           

名古屋地裁本庁 45         37         44         釧路地裁本庁 5           1           6           

名古屋地裁岡崎支部 8           8           7           高松地裁本庁 6           8           4           

津地裁本庁 22         14         17         徳島地裁本庁 4           7           3           

岐阜地裁本庁 16         20         19         高知地裁本庁 8           7           7           

福井地裁本庁 3           2           3           松山地裁本庁 7           1           6           

金沢地裁本庁 6           4           4           

富山地裁本庁 6           6           8           

（注）１　実人員であり，令和２年１２月末現在の数値である。

　　　２　裁判員裁判に関する事務を取り扱う支部以外の支部に起訴された人員を除く。

　　　３　訴因変更により裁判員裁判対象事件となった事件は，訴因変更決定日ではなく，

　　　  起訴日をもって計上した。

　　　４　裁判員法３条１項の除外決定があったものを除く。

　　　５　前年の未済人員があるため，新受-終局＝未済とはならない。

　　　６　概数である。     
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12時間
以内

15時間
以内

18時間
以内

21時間
以内

24時間
以内

27時間
　以内

30時間
以内

30時間
を超える

総数 905       70         92         139        128        105        74         73         224        25.0       

自白 432       67         70         98         70         51         24         19         33         18.9

否認 473       3           22         41         58         54         50         54         191        30.6       

（注）実人員である。

判決
人員

平均職務

従事時間
（時）

職 務 従 事 時 間

５ 裁判員等の負担 

裁判員等が，選任手続や公判，評議等のために裁判所に出席した日数（職務従事日数）

の分布を自白・否認別にみると，図表８のとおりである。また，裁判員等の負担や公判審

理状況を示すため，選任手続以降の通算の職務従事時間を自白・否認別及び罪名別にみる

と，図表９及び図表１０のとおりである。 

 

図表８ 職務従事日数別の終局件数の分布（自白否認別） 

３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 １０日
１１日
以上

(0.4) (11.3) (19.1) (23.7) (14.4) (11.6) (7.9) (4.0) (7.6)

3           95         161        200        121        98         67         34         64         

(0.8) (23.2) (32.6) (26.5) (9.7) (3.3) (3.1) (0.5) (0.5)

3           91         128        104        38         13         12         2           2           

(0.9) (7.3) (21.3) (18.4) (18.9) (12.2) (7.1) (13.8)

-           4           33         96         83         85         55         32         62         

（注）１　件数建てであり，概数である。

　　　２　（　）は終局件数に対する割合（％）である。　

自白 5.5        

否認 8.3        

393      

450      

総数

平均職務

従事日数
（日）

7.0        

終局
件数

843      

職 務 従 事 日 数

       

 

 
図表９ 職務従事時間別の判決人員の分布（自白否認別） 
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12時間
以内

15時間
以内

18時間
以内

21時間
以内

24時間
以内

27時間
以内

30時間
以内

30時間
を超える

総数 905      70       92       139      128      105      74       73        224       25.0      

殺人 194      10       21       16       34       17       20       23        53        27.3      

覚醒剤取締法違反 189      17       20       23       21       30       20       15        43        23.4      

強盗致傷 183      11       16       30       29       24       10       13        50        25.6      

現住建造物等放火 84       8         8         25       10       10       4         8          11        20.7      

（準）強制わいせつ致死傷 66       14       11       12       9         8         3         2          7          19.3      

傷害致死 44       2         3         5         7         4         3         3          17        28.4      

（準）強制性交等致死傷 40       1         3         10       5         2         3         2          14        26.6      

麻薬特例法違反 22       2         4         5         3         2         3         -          3          20.3      

危険運転致死 13       1         1         4         2         1         2         1          1          20.0      

強盗致死（強盗殺人） 11       -         1         1         -         2         1         2          4          36.3      

保護責任者遺棄致死 9         -         1         -         1         -         2         -          5          43.6      

強盗・強制性交等 9         -         -         3         3         1         1         -          1          21.1      

偽造通貨行使 8         4         1         -         1         1         -         1          -          15.7      

傷害 5         -         -         2         -         -         1         -          2          25.7      

強盗 5         -         -         -         1         -         -         1          3          29.9      

（準）強制性交等 3         -         1         -         -         1         -         1          -          22.0      

強盗強姦 3         -         -         1         -         2         -         -          -          21.3      

関税法違反 3         -         -         -         1         -         1         -          1          29.0      

（準）強姦致死傷 2         -         1         -         1         -         -         -          -          16.3      

窃盗 2         -         -         -         -         -         -         -          2          61.8      

銃刀法違反 2         -         -         2         -         -         -         -          -          16.1      

過失運転致死 2         -         -         -         -         -         -         -          2          32.6      

非現住建造物等放火 1         -         -         -         -         -         -         -          1          45.5      

逮捕監禁 1         -         -         -         -         -         -         -          1          30.5      

強盗・強制性交等致死 1         -         -         -         -         -         -         -          1          99.4      

電子計算機使用詐欺 1         -         -         -         -         -         -         1          -          28.6      

爆発物取締罰則違反 1         -         -         -         -         -         -         -          1          83.9      

道路交通法違反 1         -         -         -         -         -         -         -          1          42.9      

（注）　実人員である。

判決

人員

平均職務
従事時間

（時）

職 務 従 事 時 間

図表１０ 職務従事時間別の判決人員の分布（罪名別） 
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第２ 裁判員等の選任に関する実施状況について 

１ 本項の概要 

(1) 裁判員が選ばれるまでの手続の流れ 

ア 名簿記載通知・調査票送付段階 

各地方裁判所は，毎年秋頃，市町村の選挙管理委員会が選挙人名簿登録者の中から

くじで選んで作成した名簿に基づいて，翌年１年間の裁判員候補者名簿を作成する（法

２３条１項）。この名簿に記載された裁判員候補者には，毎年１１月頃にその旨を通

知する「裁判員候補者名簿への記載のお知らせ」と題する書面（名簿記載通知）が送

付される（法２５条）*1。 

このとき，あわせて調査票を送付し，１年間を通じた辞退希望*2の有無，裁判員とな

ることに特に支障のある特定の月（参加困難月*3）の有無，裁判員になることができな

い職業についているかどうか（就職禁止事由*4）などを尋ねる（規１５条）。 

令和元年に作成された裁判員候補者名簿（令和２年用）の登録人数及び調査票の回

答状況は，図表１１及び図表１２のとおりである。 

イ 「裁判員等選任手続期日のお知らせ」・質問票送付段階 

翌年，各地方裁判所は，裁判員候補者名簿の中から，各裁判員裁判対象事件につい

て受訴裁判所が定めた員数の裁判員候補者をくじで選ぶ（選定）。これを受けて，受

訴裁判所は，調査票の回答により辞退等が認められる裁判員候補者を除外した上で（呼

び出さない措置），残った裁判員候補者に対して裁判員を選ぶ手続を行う日（選任手

続期日）に裁判所に来ていただくための「裁判員等選任手続期日のお知らせ」と題す

る書面を送付する（法２６条，２７条）。 

このとき，あわせて，質問票を送付し，裁判員になることができない事由（欠格事

                                                                                          
*1 裁判員候補者名簿に記載された１８歳及び１９歳の裁判員候補者は，名簿作成後直ちに消除されるため（改

正公職選挙法（平成２７年６月１９日法律第４３号）附則１０条），名簿記載通知は送付されない。 
*2 調査票により１年間を通じて辞退を希望することができる事由（定型的辞退事由）は，７０歳以上である

場合，学生又は生徒である場合，過去５年以内に裁判員・検察審査員等の職にあった場合，重い疾病又は傷

害により年間を通じて裁判所に出頭することが困難な場合である（法１６条１号，３号ないし５号，７号，

８号イ）。 
*3 調査票により参加困難月（上限２か月）を申し出ることのできる事情（辞退事由）は，仕事上の事情，重

要な用事・予定，出産予定，重い疾病又は傷害，介護，育児等である（法１６条８号イないしホ，辞退政令

１号ないし３号，６号）。 
*4 就職禁止事由に該当する職業としては，国会議員や国務大臣，法曹関係者，自治体の長，自衛官などが挙

げられる（法１５条）。 
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由*5，就職禁止事由等）の有無や，具体的な裁判の日程を前提とした辞退申立ての有 

無及びその事情などを尋ねる（法３０条）。質問票の記載から，裁判員になることが 

できないことが明らかな裁判員候補者や辞退が認められた裁判員候補者については，

その呼出しを取り消し（呼出取消し），裁判所に来ていただく必要はない旨を通知す

る（法２７条５項・６項）*6。 

質問票送付段階における裁判員候補者の選定，呼び出さない措置，「裁判員等選任

手続期日のお知らせ」の送付，呼出取消し等に関する状況は，図表１３ないし図表１

５のとおりである。 

ウ 選任手続期日当日 

選任手続期日に出席した裁判員候補者に対しては，裁判長から，裁判員になること

ができない事由*7や辞退申立ての有無について質問する*8（法３４条１項）。そして，

質問により辞退等が認められた裁判員候補者及び検察官・弁護人から裁判員になるこ

とができない事由がある旨の理由を付した不選任請求を経てこれらの事由があると判

断された（理由を付した不選任）裁判員候補者を除外し，更に検察官・弁護人から一

定の人数を上限とする理由を示さない不選任請求があった裁判員候補者を除外した上

で（理由を示さない不選任*9），残った裁判員候補者の中からくじで６人の裁判員*10及

び事件ごとに決められた数の補充裁判員（上限６人）が選任される（法３４条４項・

７項，３６条，３７条）。 

                                                                                          
*5 欠格事由に該当する者としては，禁錮以上の刑に処せられた者，心身の故障のため裁判員の職務の遂行に

著しい支障がある者などが挙げられる（法１４条）。 

*6 事件によっては，「裁判員等選任手続期日のお知らせ」の送付に先立って質問票を送付し，辞退申立て等

について尋ねる場合もある（分離発送方式）。この場合，質問票により辞退等が認められた裁判員候補者に

ついては，「裁判員等選任手続期日のお知らせ」を送付しない措置（呼び出さない措置）をとることになる。 
*7 裁判員になることができない事由として，欠格事由や就職禁止事由のほか，不適格事由（被告人や被害者

の関係者，その他当該事件について不公平な裁判をするおそれがある場合。法１７条，１８条）についても

確認する。 
*8  平成２７年１２月１２日に施行された「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の一部を改正する法

律」により，①被害者特定事項の秘匿の決定があった事件では，裁判官等は，裁判員候補者に対し，正当

な理由なく同事項を明らかにしてはならず，②同事項が明らかにされた場合，裁判長は，裁判員候補者に

対し，同事項を公にしてはならない旨告知し，③その告知を受けた同候補者又は当該候補者であった者

は，これを公にしてはならないこととされた（法３３条の２）。 

*9 検察官及び弁護人は，裁判員候補者について，それぞれ４人（補充裁判員を置くときは，その人数に応じ

て５人ないし７人）を限度として，理由を示さずに不選任請求をすることができる。この請求があったとき

は，裁判所は，当該裁判員候補者について不選任の決定をする（法３６条）。 
*10 ただし，公訴事実に争いがなく，事件の内容その他の事情を考慮して適当と認められる場合には，裁判

所は，裁判官１人及び裁判員４人からなる合議体で裁判を行う旨の決定をすることができる（法２条３項）。

この場合には，選任される裁判員は４人となる。 
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選任手続期日当日における裁判員候補者の出席，辞退，不選任決定，裁判員及び補

充裁判員の選任に関する状況は，図表１６ないし図表２１のとおりである。また，選

定から選任手続期日への出席までの裁判員候補者数の推移は，図表２４のとおりであ

る。 

エ なお，選任手続の流れをフローチャートで示すと，以下のとおりである。 

 

    

裁判員候補者名簿の作成
（前年の秋頃）

名簿記載通知・調査票の送付
（前年の１１月頃）

事件ごとに名簿の中から
くじで選定

就職禁止事由該当者

呼び出さない措置

選任手続期日のお知らせ ・ 質問票
の送付（原則，選任手続期日の６週間前まで）

呼出取消し

選任手続期日

裁判員・補充裁判員選任

不選任決定
（辞退・くじなど）

【図表１３】

【図表１４】
【図表１５】

【図表１６】～【図表１８】，【図表２３】

【図表１９】～【図表２２】

選任手続全般を通じた辞退判断の状況等につき，【図表２４】～【図表２８】

【図表１１】【図表１２】

選挙人名簿登録者の中から，翌年の
裁判員候補者となる人を毎年くじで選
び，地方裁判所ごとに名簿を作成

質問票により辞退が認め
られる人は呼出しが取り
消され，裁判所に行く必
要はない。

調査票により，裁判員に
なることができない人や
１年を通じて辞退が認め
られる人は，裁判所に呼
ばない。
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(2) 本項における集計の在り方 

上記のとおり，選任手続においては，調査票送付段階，質問票送付段階及び選任手続

期日当日の３段階においてそれぞれ裁判員候補者に辞退希望を確認することとしている。

これは，手続のなるべく早い段階で辞退希望を確認し，辞退が認められる裁判員候補者

を除外することにより，その負担を軽減しようという観点から制度設計を行ったことに

よる。 

そこで，以下，上記の３段階に分けた集計等を基本に据えて，裁判員等の選任に関す

る実施状況を概観した。なお，一般に，裁判への参加が見込まれる日数が長くなるほど，

参加が困難となる裁判員候補者の割合（辞退割合）が増加し，その分裁判員候補者の選

定数を多めに設定する必要が高くなるといえるので，質問票送付段階及び選任手続期日

当日については，実審理予定日数とのクロス集計も活用して集計した。 

併せて，中でも一般に関心が特に高いと思われる辞退判断の状況については，より詳

細な情報を図表２５ないし図表２８で示した。 
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２ 名簿記載通知・調査票送付段階（裁判員候補者名簿の登録人数及び地方裁判所における

調査の結果（調査票の回答状況等）） 

令和２年用の裁判員候補者名簿に登録された人員は，合計 23 万 2800 人（選挙人名簿登

録者全体の約 0.22％であり，選挙人名簿登録者約 455 人に１人の割合）である。 

調査票の回答が返送された人員は，8 万 3219 人であり*11，このうち調査票で就職禁止事

由に該当すると回答し，又は，裁判員法に定める辞退事由のうち定型的辞退事由（年間を

通じて定型的に辞退が認められることが明らかな事由）により辞退を申し出た人員を庁別

にみると，図表１１のとおりである。また，月の大半にわたって裁判員になることが特に

困難な特定の月があると申出のあった月別の延べ人員は，図表１２のとおりである。 

なお，同名簿に登録された人員中，裁判員法１４条各号の欠格事由に該当し，又は，死

亡により同名簿から消除された人員は，1,690 人である。 
  

                                                                                          

*11 調査票は，該当する事由がある場合のみ返送をお願いしており，必ず返送しなければならないものでは

ない。 
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図表１１ 裁判員候補者名簿登録人数，調査票回答者数，就職禁止事由申出者数， 

定型的辞退事由申出者数（庁別） 

庁 名

裁判員候

補者名簿

登録人数

調査票

回答者数

就職禁止

事由申出

者数

定型的

辞退事由

申出者数

合計

庁 名

裁判員候

補者名簿

登録人数

調査票

回答者数

就職禁止

事由申出

者数

定型的

辞退事由

申出者数

合計

全国計 232,800 83,219 1,391 56,992 広島地裁本庁 3,700 1,341 20 952

山口地裁本庁 2,400 962 21 735

岡山地裁本庁 4,400 1,599 18 1,170

東京地裁本庁 21,400 6,953 158 4,135 鳥取地裁本庁 1,200 458 5 314

東京地裁立川支部 4,500 1,570 43 1,017 松江地裁本庁 1,200 469 10 355

横浜地裁本庁 9,000 3,152 58 2,072 福岡地裁本庁 10,200 3,418 64 2,283

横浜地裁小田原支部 2,000 710 8 514 福岡地裁小倉支部 4,200 1,506 26 1,135

さいたま地裁本庁 9,400 3,327 55 2,213 佐賀地裁本庁 1,200 412 5 283

千葉地裁本庁 20,300 7,260 120 5,014 長崎地裁本庁 1,600 545 16 387

水戸地裁本庁 5,600 2,021 25 1,432 大分地裁本庁 1,500 573 8 425

宇都宮地裁本庁 3,300 1,145 17 766 熊本地裁本庁 2,000 698 11 485

前橋地裁本庁 3,900 1,395 24 952 鹿児島地裁本庁 3,100 1,124 18 811

静岡地裁本庁 1,800 658 11 455 宮崎地裁本庁 1,300 449 5 345

静岡地裁沼津支部 1,800 655 17 451 那覇地裁本庁 4,100 1,049 27 670

静岡地裁浜松支部 1,500 565 8 393 仙台地裁本庁 3,200 1,159 20 753

甲府地裁本庁 2,400 882 15 631 福島地裁本庁 1,400 520 9 378

長野地裁本庁 1,400 542 6 379 福島地裁郡山支部 2,300 776 8 534

長野地裁松本支部 1,200 471 5 327 山形地裁本庁 1,500 585 12 420

新潟地裁本庁 2,300 926 4 673 盛岡地裁本庁 1,200 413 2 304

大阪地裁本庁 19,000 6,781 91 4,665 秋田地裁本庁 1,900 742 10 543

大阪地裁堺支部 4,400 1,580 25 1,106 青森地裁本庁 1,900 707 22 507

京都地裁本庁 5,500 2,121 44 1,489 札幌地裁本庁 5,500 1,986 48 1,374

神戸地裁本庁 7,000 2,599 38 1,779 函館地裁本庁 1,300 472 9 339

神戸地裁姫路支部 2,200 766 14 515 旭川地裁本庁 1,500 580 15 404

奈良地裁本庁 1,900 742 7 509 釧路地裁本庁 1,700 632 19 440

大津地裁本庁 3,200 1,252 13 826 高松地裁本庁 2,400 865 16 626

和歌山地裁本庁 1,800 703 9 520 徳島地裁本庁 2,500 950 13 665

名古屋地裁本庁 10,900 3,972 64 2,626 高知地裁本庁 1,800 584 8 444

名古屋地裁岡崎支部 1,900 684 4 432 松山地裁本庁 1,500 568 9 427

津地裁本庁 2,800 1,090 6 765

岐阜地裁本庁 2,600 998 7 729

福井地裁本庁 1,300 455 7 303

金沢地裁本庁 1,200 465 6 328

富山地裁本庁 1,600 637 8 468

（注）１　実人員であり，概数である。

　　　２　「裁判員候補者名簿登録人数」には，実際には裁判員候補者には選ばれない１８歳及び１９歳の者が含まれる。

　　　　なお，１８歳及び１９歳の者については，名簿作成後直ちに消除されるため，「調査票回答者数」には含まれない。

　　　３　「就職禁止事由申出者数」とは，調査票において，就職禁止事由に該当すると回答した者の数をいう。　　　　

24.5      

裁判員候補者名簿登

録人数に占める割合

（％）

100.0     35.7      0.6        
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図表１２ 月別の参加困難月申出者数 

裁判員候補者

名簿登録人数

調査票

回答者数

参加困難月

申出者合計

うち１月
参加

困難者

うち２月
参加

困難者

うち３月
参加

困難者

うち４月
参加

困難者

うち５月
参加

困難者

うち６月
参加

困難者

(100.0) (35.7) (15.9) (1.6) (2.1) (2.6) (2.1) (1.2) (0.7) 

232,800          83,219 36,997 3,644 5,003 6,162 4,990 2,683 1,646

うち７月
参加

困難者

うち８月
参加

困難者

うち９月
参加

困難者

うち１０月
参加

困難者

うち１１月
参加

困難者

うち１２月
参加

困難者

(0.9) (1.5) (0.6) (0.6) (0.5) (1.4) 

2,030 3,383 1,471 1,402 1,278 3,305

（注）１　概数である。

　　　２　「裁判員候補者名簿登録人数」及び「調査票回答者数」は実人員であり，その余は延べ人員

　　　　である。

　　　３　「裁判員候補者名簿登録人数」には，実際には裁判員候補者には選ばれない１８歳及び１９

　　　　歳の者が含まれる。なお，１８歳及び１９歳の者については，名簿作成後直ちに消除されるた

　　　　め，「調査票回答者数」には含まれない。

　　　４　（　）は裁判員候補者名簿登録人数全体に占める割合（％）である。

3,644 

5,003 

6,162 

4,990 

2,683 

1,646 2,030 

3,383 

1,471 1,402 1,278 

3,305 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

（人）

 

３ 「裁判員等選任手続期日のお知らせ」・質問票送付段階 

(1) 裁判員候補者の選定 

各裁判員裁判対象事件において選定された裁判員候補者の総数は，10 万 4205 人であ

り，これを自白・否認別，実審理予定日数別にみると，図表１３のとおりである。 

また，平成２３年から令和２年までの平均実審理予定日数のデータを参考添付した。 
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図表１３ 実審理予定日数別の選定された裁判員候補者数（自白否認別） 

２日

以内
３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 10日

11日

以上

[115.1] [65.0] [93.6] [98.5] [102.6] [111.5] [117.4] [122.0] [130.0] [142.1] [208.1] 

104,205     65               8,420        13,886       21,540       14,943       14,670       9,517        6,110        2,985        12,069       

[102.5] [65.0] [93.9] [97.7] [101.8] [109.4] [112.9] [125.8] [170.0] [130.0] [140.0] 

44,261      65               7,885        11,236       12,830       5,140        3,950        2,265        340           130           420           

[126.7] [89.2] [101.9] [103.7] [112.7] [119.1] [120.9] [128.2] [142.8] [211.8] 

59,944      -                535           2,650        8,710        9,803        10,720       7,252        5,770        2,855        11,649       

（注）１　延べ人員（判決人員は実人員）である。

　　　２　[　]は選定された裁判員候補者数の平均である。　

 　　　３　選定された裁判員候補者数の平均は， 　　　　　　　                     　により算出した。

　　　４　選任手続期日が取り消されたものを除く。

実 審 理 予 定 日 数

総数 905        

自白 432        

否認 473        

判決

人員

選定された

裁判員

候補者数

選定された裁判員候補者数（延べ人員）

判決人員（実人員）

 
 
 

（参考）平均実審理予定日数の推移 

4.8 
5.4 5.5 5.7 

6.1 6.1 

6.5 6.4 6.4 6.3 

0

2

4

6

8

平成

２３年

平成

２４年

平成

２５年
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２６年

平成

２７年
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２８年

平成

２９年

平成

３０年

令和
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２年

（日）
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(2) 辞退許可の状況 
各裁判員裁判対象事件で選定された裁判員候補者のうち，調査票の回答等により辞退や

欠格事由等を認めて選任手続期日前に呼び出さない措置がされた人員，呼出状を送付した

人員及び呼出状送付後に事前質問票の回答等により辞退を認めて呼出取消しがされた人員

等を実審理予定日数別，庁別にみると，図表１４及び図表１５のとおりである。 

 

 

図表１４ 選定された裁判員候補者数及びうち選任手続期日前に辞退が認められた 

裁判員候補者数（実審理予定日数別） 

う

ち

辞
退

申

出
に

よ
っ

て

呼

び

出

さ
な

い

措
置

が

さ
れ

た

裁

判

員
候

補

者
数
（

３

)

(33.3) (32.4) (66.7) (31.0) (63.4)

34,701         33,776         69,504         32,341         66,117         

(20.0) (20.0) (80.0) (21.5) (41.5)

13              13              52              14              27              

(32.0) (31.2) (68.0) (27.1) (58.3)

2,695          2,631          5,725          2,282          4,913          

(33.1) (32.2) (66.9) (28.6) (60.7)

4,601          4,465          9,285          3,967          8,432          

(31.9) (31.1) (68.1) (30.7) (61.8)

6,879          6,695          14,661         6,621          13,316         

(34.2) (33.2) (65.8) (29.8) (63.1)

5,111          4,967          9,832          4,459          9,426          

(32.8) (31.9) (67.2) (31.1) (63.1)

4,819          4,687          9,851          4,563          9,250          

(32.7) (31.6) (67.3) (32.9) (64.5)

3,109          3,003          6,408          3,131          6,134          

(33.2) (32.5) (66.8) (33.4) (65.9)

2,027          1,986          4,083          2,039          4,025          

(31.5) (30.9) (68.5) (35.2) (66.1)

940             922             2,045          1,052          1,974          

(37.3) (36.5) (62.7) (34.9) (71.4)

4,507          4,407          7,562          4,213          8,620          

（注）１　延べ人員である。

　　　２　（　）は選定された裁判員候補者に対する割合（％）である。

　　　３　選任手続期日が取り消されたものを除く。
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図表１５ 選定された裁判員候補者数及びうち選任手続期日前に辞退が認められた 

裁判員候補者数（庁別） 

う

ち

辞

退

申

出

に

よ

っ

て

呼

び

出

さ
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い

措

置
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た

裁

判
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候
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者

数

（

３

)

う
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申

出

に
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っ

て

呼

び

出

さ

な

い

措

置

が

さ

れ

た

裁

判

員

候

補

者

数

（

３

)

総 数 104,205  34,701  33,776     69,504  32,341     66,117     広島地裁本庁 1,755    582       567          1,173    525          1,092       

東京地裁本庁 10,818    3,233    3,105       7,585    3,026       6,131       山口地裁本庁 670       236       230          434       204          434          

東京地裁立川支部 1,665      517       506          1,148    515          1,021       岡山地裁本庁 1,450    438       432          1,012    477          909          

横浜地裁本庁 5,400      1,734    1,693       3,666    1,826       3,519       鳥取地裁本庁 570       145       145          425       291          436          

横浜地裁小田原支部 500         162       157          338       164          321          松江地裁本庁 210       75         73            135       61            134          

さいたま地裁本庁 4,205      1,258    1,220       2,947    1,326       2,546       福岡地裁本庁 3,730    1,028    988          2,702    1,388       2,376       

千葉地裁本庁 15,590    6,096    5,915       9,494    3,854       9,769       福岡地裁小倉支部 1,150    339       327          811       368          695          

水戸地裁本庁 2,675      990       966          1,685    815          1,781       佐賀地裁本庁 90         25         24            65         33            57            

宇都宮地裁本庁 650         181       180          469       215          395          長崎地裁本庁 310       63         62            247       140          202          

前橋地裁本庁 1,250      334       321          916       438          759          大分地裁本庁 260       90         85            170       85            170          

静岡地裁本庁 490         159       153          331       149          302          熊本地裁本庁 510       182       178          328       173          351          

静岡地裁沼津支部 1,105      410       407          695       311          718          鹿児島地裁本庁 1,550    502       486          1,048    519          1,005       

静岡地裁浜松支部 965         417       414          548       334          748          宮崎地裁本庁 310       101       99            209       93            192          

甲府地裁本庁 1,070      379       372          691       363          735          那覇地裁本庁 2,010    633       599          1,377    613          1,212       

長野地裁本庁 800         273       272          527       297          569          仙台地裁本庁 960       267       263          693       401          664          

長野地裁松本支部 710         245       239          465       245          484          福島地裁本庁 220       61         56            159       96            152          

新潟地裁本庁 1,140      368       362          772       445          807          福島地裁郡山支部 310       81         74            229       146          220          

大阪地裁本庁 10,178    3,391    3,266       6,787    2,937       6,203       山形地裁本庁 500       133       133          367       198          331          

大阪地裁堺支部 1,755      669       656          1,086    472          1,128       盛岡地裁本庁 730       189       179          541       291          470          

京都地裁本庁 2,140      713       687          1,427    673          1,360       秋田地裁本庁 420       136       132          284       148          280          

神戸地裁本庁 1,895      629       614          1,266    490          1,104       青森地裁本庁 910       299       290          611       331          621          

神戸地裁姫路支部 1,499      526       523          973       510          1,033       札幌地裁本庁 2,040    825       818          1,215    562          1,380       

奈良地裁本庁 800         233       233          567       205          438          函館地裁本庁 370       118       112          252       122          234          

大津地裁本庁 1,605      464       457          1,141    674          1,131       旭川地裁本庁 -           -           -              -           -              -              

和歌山地裁本庁 790         280       272          510       262          534          釧路地裁本庁 100       30         29            70         38            67            

名古屋地裁本庁 3,980      1,367    1,361       2,613    1,146       2,507       高松地裁本庁 925       244       240          681       380          620          

名古屋地裁岡崎支部 560         190       185          370       157          342          徳島地裁本庁 1,025    414       412          611       338          750          

津地裁本庁 1,890      644       635          1,246    616          1,251       高知地裁本庁 780       274       272          506       294          566          

岐阜地裁本庁 2,790      869       853          1,921    1,138       1,991       松山地裁本庁 120       37         35            83         35            70            

福井地裁本庁 180         41         39            139       60            99            

金沢地裁本庁 445         179       177          266       99            276          

富山地裁本庁 680         203       196          477       229          425          

（注）１　延べ人員である。

　　　２　選任手続期日が取り消されたものを除く 。
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４ 選任手続期日当日 

(1) 出席状況 

選定された裁判員候補者のうち，選任手続期日に出席した裁判員候補者の総数は，2

万 4798 人で，出席率は，69.7％である。これを実審理予定日数別にみると，図表１６の

とおりである。 

 

図表１６ 出席した裁判員候補者数及び出席率（実審理予定日数別） 

２日
以内

３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 10日
11日
以上

905        1           90          141        210        134        125        78          47          21          58          

[115.1] [65.0] [93.6] [98.5] [102.6] [111.5] [117.4] [122.0] [130.0] [142.1] [208.1] 

104,205   65          8,420      13,886    21,540    14,943    14,670    9,517      6,110      2,985      12,069    

[76.8] [52.0] [63.6] [65.9] [69.8] [73.4] [78.8] [82.2] [86.9] [97.4] [130.4] 

69,504    52          5,725      9,285      14,661    9,832      9,851      6,408      4,083      2,045      7,562      

[37.5] [15.0] [26.8] [29.6] [33.1] [34.6] [38.6] [42.0] [45.1] [51.9] [76.3] 

33,922    15          2,409      4,176      6,953      4,639      4,819      3,276      2,119      1,090      4,426      

[35.7] [14.0] [25.4] [28.1] [31.5]　 [33.3]　 [36.5]　 [40.1]　 [43.4]　 [50.1]　 [72.6]　

32,341      14             2,282        3,967        6,621         4,459         4,563         3,131         2,039         1,052         4,213          

[27.4] [32.0] [26.4] [26.0] [26.1] [27.4] [27.8] [27.9] [28.2] [31.8] [33.2] 

24,798    32          2,379      3,668      5,480      3,666      3,480      2,179      1,324      667        1,923      

出席率（％） （Ｄ／（Ｂ－Ｃ））  69.7       86.5       71.7       71.8       71.1       70.6       69.2       69.6       67.4       69.8       61.3       

23.8       49.2       28.3       26.4       25.4       24.5       23.7       22.9       21.7       22.3       15.9       

（注）１　判決人員は実人員である。

　　　２　裁判員候補者数は延べ人員である。

　  　３　「出席率」とは，選任手続期日に出席を求められた人（呼出状を送付した裁判員候補者のうち，呼出取消しがされなかった人）のうち，現に選任手続期日に

　　　　出席した人の割合をいう。なお，「選任手続期日に出席を求められた人」には，呼出状が到達していない裁判員候補者も含まれる。

　　　４　[　]は判決人員１人当たりの平均である。

総数

実 審 理 予 定 日 数

判決人員

選定された裁判員候補者の数 （Ａ）

選定された裁判員候補者のうち，選任手続

期日に出席した人の割合（％）                （Ｄ／Ａ）

呼出状を送付した裁判員候補者の数 （Ｂ）

呼出取消しがされた裁判員候補者の数 （Ｃ）

うち，辞退申出によって呼出取消しがされた

裁判員候補者の数

選任手続期日に出席した裁判員候補者の数 （Ｄ）
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(2) 辞退申立て，許否に関する状況 

選任手続期日に辞退を申し立てた裁判員候補者の総数は，3,043 人で，同期日に出席

した裁判員候補者 2 万 4798 人に占める割合は 12.3％である。また，辞退が認められた

総数は，2,920 人である。辞退が認められた事由の内訳を含めた延べ人員を実審理予定

日数別にみると，図表１７のとおりである。辞退許可事由別の割合を示した図表２５添

付のグラフを併せて参照されたい。 

 

図表１７ 選任手続期日に辞退を申し立てた裁判員候補者数，辞退が認められた 

裁判員候補者数及びその内訳（実審理予定日数別） 

２日

以内
３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 １０日

１１日

以上

24,798 32      2,379  3,668  5,480  3,666  3,480  2,179  1,324  667     1,923  

《96.0》 《96.7》 《94.7》 《96.5》 《92.7》 《97.9》 《97.9》 《93.6》 《96.6》 《97.5》

2,920  -        204     337     601     421     416     286     220     86      349     

(1.6) (2.0) (1.2) (2.2) (1.0) (1.0) (2.8) (0.9) (1.2) (2.3) 

48      -        4        4        13      4        4        8        2        1        8        

(3.6) (1.0) (6.2) (4.0) (3.1) (4.3) (2.4) (2.7) (3.5) (3.2) 

105     -        2        21      24      13      18      7        6        3        11      

(7.2) (9.8) (8.3) (6.7) (5.0) (6.7) (8.0) (9.5) (14.0) (4.9) 

210     -        20      28      40      21      28      23      21      12      17      

(47.7) (46.1) (42.4) (44.6) (50.6) (49.5) (45.1) (50.9) (50.0) (53.3) 

1,394  -        94      143     268     213     206     129     112     43      186     

(4.1) (2.9) (3.0) (4.5) (5.2) (3.8) (3.5) (3.6) (5.8) (4.9) 

121     -        6        10      27      22      16      10      8        5        17      

-        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        

(0.3) (0.6) (0.2) (0.7) (0.5) (0.3) (0.3) 

10      -        -        2        1        3        2        1        -        -        1        

(1.4) (0.5) (1.2) (1.5) (1.9) (1.4) (2.1) (0.5) (2.3) (1.4) 

42      -        1        4        9        8        6        6        1        2        5        

(1.8) (2.0) (1.8) (1.8) (3.3) (0.5) (1.7) (1.8) (1.2) (2.0) 

54      -        4        6        11      14      2        5        4        1        7        

(0.1) (0.2) (0.5) 

3        -        -        -        -        1        2        -        -        -        -        

(0.9) (0.5) (0.9) (1.0) (1.4) (1.2) (0.3) (0.9) (1.2) (0.3) 

26      -        1        3        6        6        5        1        2        1        1        

(31.1) (35.3) (34.4) (33.6) (27.6) (30.5) (33.6) (29.1) (20.9) (27.5) 

907     -        72      116     202     116     127     96      64      18      96      

（注）１　延べ人員である。

　　　２　《　》は辞退を申し立てた裁判員候補者数に対する割合（％）である。

　　　３　（　）は辞退が認められた裁判員候補者数に対する割合（％）である。

その他精神上又は経済上の不利益（辞退政令6号)

292     3,043  -        211     356     辞退を申し立てた裁判員候補者数

辞退が認められた裁判員候補者数

疾病傷害（法16条8号イ）

介護養育（法16条8号ロ）

裁判員法16条1号～7号の辞退（70歳以上，学生等）

出産等への立会い等（辞退政令4号）

623     454     425     235     358     

実 審 理 予 定 日 数

遠隔地（辞退政令5号)

事業における重要用務（法16条8号ハ）

社会生活上の重要用務（法16条8号ニ）

妊娠中又は産後8週以内（辞退政令1号）

法16条8号ロ以外の介護養育（辞退政令2号）

親族等の同居人の入院等の付添い（辞退政令3号）

重大な災害に伴う生活再建（法16条8号ホ）

総数

選任手続期日に出席した裁判員候補者の数

89      
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(3) 不選任に関する状況 

選任手続期日において，不選任決定がされた裁判員候補者の総数とその事由別内訳を

実審理予定日数別にみると，図表１８のとおりであり，次頁の円グラフは，選任・不選

任（事由別）の割合をグラフ化したものである。 

 

 

図表１８ 選任手続期日において不選任決定がされた裁判員候補者数及びその内訳 

（実審理予定日数別） 

2日

以内
3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日

11日

以上

905       1         90        141      210      134      125      78        47        21        58        

[27.4] [32.0] [26.4] [26.0] [26.1] [27.4] [27.8] [27.9] [28.2] [31.8] [33.2] 

24,798   32        2,379    3,668    5,480    3,666    3,480    2,179    1,324    667      1,923    

[19.3] [25.0] [18.6] [18.0] [18.1] [19.3] [19.8] [19.7] [19.7] [23.5] [24.3] 

17,458   25        1,674    2,544    3,799    2,580    2,471    1,537    928      493      1,407    

[0.0] [0.0] [0.0] [0.0] [0.0] [0.0] [0.0] [0.0] 

19         -         3         2         4         5         2         1         2         -         -         

[3.2] [2.3] [2.4] [2.9] [3.1] [3.3] [3.7] [4.7] [4.1] [6.0] 

2,920     -         204      337      601      421      416      286      220      86        349      

[3.3] [2.0] [3.0] [2.9] [3.0] [3.1] [3.8] [3.4] [3.2] [3.2] [4.4] 

2,957     2         269      410      638      421      476      268      149      67        257      

[12.8] [23.0] [13.3] [12.7] [12.2] [12.9] [12.6] [12.6] [11.9] [16.2] [13.8] 

11,562   23        1,198    1,795    2,556    1,733    1,577    982      557      340      801      

-          -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         

（注）１　判決人員は実人員である。

　　　２　裁判員候補者数は延べ人員である。

　　　３　[  ]は判決人員１人当たりの平均である。

　　　４　理由なし不選任がされた裁判員候補者数は，主観的併合があった場合には，各々の被告人について，同一の選任手続期日にされた検察官

　　　  及びすべての弁護人の請求に基づく不選任決定の合計数を計上している（この点は，理由あり不選任決定についても同様である。）。

　　　５　「質問なし不選任」とは，(1)あらかじめくじで裁判員等に選任されるべき順序を定めた上で，その順序に従って質問手続を行い，必要な

　　　  裁判員候補者数に満ちたときに質問を打ち切る，いわゆる抹消方式及び(2)選任手続期日のはじめに質問を受けるべき裁判員候補者を決める

　　　  ためのくじを行う方式により，質問を受けることなく，法３７条３項の不選任決定がされたものをいう。

総数

選任手続期日に出席した裁判員候補者数

判決人員

実 審 理 予 定 日 数

　注５

くじ等による不選任（法37条3項）

質問なし不選任（規35条2項，3項）

不選任決定がされた裁判員候補者数

理由あり不選任(法34条4項)

辞退による不選任(法34条7項)

理由なし不選任(法36条) 　注４
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（注）　「選任」の割合は，延べ人員を出席者総数で除す方法により算出して

　　　いるため，図表１９の(4)及び(5)（実人員）からは算出できない。

選任

29.6%

理由あり

不選任

0.1%

辞退による

不選任

11.8%
理由なし

不選任

11.9%

くじ等に

よる不選任

46.6%

不選任

70.4%

 

 

 

(4) 選任の状況 

庁ごとの選挙人名簿登録から裁判員等に選任されるまでの各過程における人数と，裁

判員候補者名簿に登録された人が裁判員等に選任される割合をみると，図表１９のとお

りであり，これに続く円グラフは，選挙人名簿登録者のうち裁判員等に選任される割合

をグラフ化したものである。 

また，選任された裁判員等に対するアンケートをもとに，裁判員等の性別や職業等を

みると，図表２０のとおりである（ただし，アンケートに回答していただいた方の属性

であることに留意する必要がある。）。 

選任された補充裁判員の人数を実審理予定日数別にみると，図表２１のとおりである。 
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図表１９ 選任された裁判員及び補充裁判員の総数等（庁別） 

 
判決

人員

選挙人名簿

登録者数

（1）

裁判員候補者

名簿登録人数

（2）

選定された裁判

員候補者の数

（3）

選任された

裁判員の数

（4）

選任された補

充裁判員の数

（5）

選任率

(4)＋(5)

(2)

（％）

総数 905         105,929,267    232,800         104,205           5,221          1,761             3.0

東京地裁本庁 130         7,849,264        21,400           10,818             747             230                4.6

東京地裁立川支部 16           3,525,197        4,500             1,665               101             36                  3.0

横浜地裁本庁 42           6,640,677        9,000             5,400               249             92                  3.8

横浜地裁小田原支部 5             1,001,141        2,000             500                  31               10                  2.1

さいたま地裁本庁 42           6,123,582        9,400             4,205               248             81                  3.5

千葉地裁本庁 126         5,249,063        20,300           15,590             688             238                4.6

水戸地裁本庁 19           2,439,200        5,600             2,675               117             43                  2.9

宇都宮地裁本庁 6             1,640,112        3,300             650                  36               12                  1.5

前橋地裁本庁 12           1,634,260        3,900             1,250               72               24                  2.5

静岡地裁本庁 5             985,935           1,800             490                  31               10                  2.3

静岡地裁沼津支部 10           1,020,704        1,800             1,105               61               20                  4.5

静岡地裁浜松支部 5             1,074,758        1,500             965                  32               15                  3.1

甲府地裁本庁 5             696,241           2,400             1,070               30               13                  1.8

長野地裁本庁 8             870,636           1,400             800                  44               14                  4.1

長野地裁松本支部 6             878,394           1,200             710                  36               14                  4.2

新潟地裁本庁 7             1,917,654        2,300             1,140               42               17                  2.6

大阪地裁本庁 89           5,305,364        19,000           10,178             499             176                3.6

大阪地裁堺支部 15           2,012,864        4,400             1,755               85               29                  2.6

京都地裁本庁 17           2,121,155        5,500             2,140               102             38                  2.5

神戸地裁本庁 22           3,267,713        7,000             1,895               120             30                  2.1

神戸地裁姫路支部 13           1,349,963        2,200             1,499               74               21                  4.3

奈良地裁本庁 7             1,149,129        1,900             800                  43               14                  3.0

大津地裁本庁 15           1,152,306        3,200             1,605               86               31                  3.7

和歌山地裁本庁 6             819,318           1,800             790                  38               12                  2.8

名古屋地裁本庁 34           4,218,240        10,900           3,980               204             69                  2.5

名古屋地裁岡崎支部 7             1,902,351        1,900             560                  42               14                  2.9

津地裁本庁 14           1,501,767        2,800             1,890               84               28                  4.0

岐阜地裁本庁 20           1,679,386        2,600             2,790               93               30                  4.7

福井地裁本庁 2             648,812           1,300             180                  12               4                    1.2

金沢地裁本庁 4             954,830           1,200             445                  24               8                    2.7

富山地裁本庁 6             893,361           1,600             680                  37               12                  3.1

広島地裁本庁 15           2,344,328        3,700             1,755               93               31                  3.4

山口地裁本庁 5             1,165,588        2,400             670                  30               10                  1.7

岡山地裁本庁 12           1,585,336        4,400             1,450               70               22                  2.1

鳥取地裁本庁 2             473,641           1,200             570                  13               6                    1.6

松江地裁本庁 2             572,663           1,200             210                  12               4                    1.3 
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（図表１９つづき） 

判決

人員

選挙人名簿

登録者数

（1）

裁判員候補者

名簿登録人数

（2）

選定された裁判

員候補者の数

（3）

選任された

裁判員の数

（4）

選任された補

充裁判員の数

（5）

選任率

(4)＋(5)

(2)

（％）

福岡地裁本庁 30           3,165,041        10,200           3,730               156             52                  2.0

福岡地裁小倉支部 9             1,070,127        4,200             1,150               54               19                  1.7

佐賀地裁本庁 1             684,860           1,200             90                    6                 2                    2.0              

長崎地裁本庁 3             1,142,362        1,600             310                  18               4                    1.4

大分地裁本庁 3             972,052           1,500             260                  20               6                    1.7

熊本地裁本庁 4             1,476,484        2,000             510                  18               8                    1.3

鹿児島地裁本庁 10           1,364,925        3,100             1,550               63               23                  2.8

宮崎地裁本庁 3             918,160           1,300             310                  19               6                    1.9

那覇地裁本庁 16           1,163,417        4,100             2,010               91               29                  2.9

仙台地裁本庁 7             1,940,313        3,200             960                  43               17                  1.9

福島地裁本庁 2             459,494           1,400             220                  13               4                    1.2

福島地裁郡山支部 2             1,147,115        2,300             310                  12               5                    0.7

山形地裁本庁 4             928,963           1,500             500                  26               10                  2.4

盛岡地裁本庁 6             1,065,785        1,200             730                  30               10                  3.3

秋田地裁本庁 3             869,269           1,900             420                  19               6                    1.3

青森地裁本庁 7             1,109,327        1,900             910                  45               14                  3.1

札幌地裁本庁 17           2,826,235        5,500             2,040               92               30                  2.2

函館地裁本庁 3             380,450           1,300             370                  18               6                    1.8

旭川地裁本庁 -             578,349           1,500             -                      -                 -                    -                 

釧路地裁本庁 1             761,671           1,700             100                  6                 2                    0.5

高松地裁本庁 8             824,232           2,400             925                  50               16                  2.8

徳島地裁本庁 7             637,603           2,500             1,025               47               17                  2.6

高知地裁本庁 7             612,855           1,800             780                  43               14                  3.2

松山地裁本庁 1             1,165,245        1,500             120                  6                 3                    0.6

（注）１　延べ人員（判決人員は実人員）である。

　　　２　「選任された裁判員の数」及び「選任された補充裁判員の数」は，実人員であり，概数である。

　　　３　補充裁判員から裁判員に選任された場合は，重複して計上した。

　　　４　「選挙人名簿登録者数」は名簿作成時に各地方裁判所からの照会に応じて市町村選挙管理委員会が

　　　　回答した選挙人名簿に登録された者の総数である。

　　　５　「裁判員候補者名簿登録人数」は，実人員であり，概数である。

　　　６　「裁判員候補者名簿登録人数」には，実際には選定されない裁判員候補者である１８歳及び１９歳

　　　　の者が含まれる。なお，１８歳及び１９歳の者については，名簿作成後直ちに消除されるため，「選

        定された裁判員候補者の数」には含まれない。

　＜イメージ＞

裁判員

候補者

名簿非登録

(1)-(2)

裁判員

候補者

名簿登録(2) 非選定

(2)-(3)
選定(3) 不選任

(3)-(4)-(5)

選任

(4)+(5)

〔選挙人名簿登録者(1)〕 〔裁判員候補者名簿登録者(2)〕 〔選定された裁判員候補者(3)〕
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図表２０ 選任手続期日に出席した裁判員候補者，選任された裁判員及び 

補充裁判員の属性 

裁判員
候補者

裁判員
補充

裁判員

     15,980       5,048       1,554

男性 8,800      2,719      815         

女性 7,124      2,283      723         

不明 56          46          16          

２０代 2,157      706         210         

３０代 2,807      890         293         

４０代 4,047      1,374      380         

５０代 3,499      1,123      351         

６０代 2,871      791         266         

７０歳以上 539         117         37          

不明 60          47          17          

お勤め 9,525      3,208      982         

自営・自由業 1,079      298         99          

パート・アルバイト 2,577      758         223         

専業主婦・専業主夫 1,185      347         117         

学生 146         60          13          

無職 1,142      251         70          

その他 206         60          26          

不明 120         66          24          

（注）１　裁判員等へのアンケートに対する有効回答に基づく数値であり，実人数である。

　　　２　「お勤め」には公務員，会社経営者を含む。

性別

年代別

職業別

総 数
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55.1%

53.9%

52.4%

44.6%

45.2%

46.5%

0.4%

0.9%

1.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

裁判員

候補者

(15,980人)

裁判員

(5,048人)

補充

裁判員

(1,554人)

性別
男性 女性 不明

13.5%

14.0%

13.5%

17.6%

17.6%

18.9%

25.3%

27.2%

24.5%

21.9%

22.2%

22.6%

18.0%

15.7%

17.1%

3.4%

2.3%

2.4%

0.4%

0.9%

1.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

裁判員

候補者

(15,980人)

裁判員

(5,048人)

補充

裁判員

(1,554人)

年代別
２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代 ７０歳以上 不明

59.6%

63.5%

63.2%

6.8%

5.9%

6.4%

16.1%

15.0%

14.4%

7.4%

6.9%

7.5%

0.9%

1.2%

0.8%

7.1%

5.0%

4.5%

1.3%

1.2%

1.7%

0.8%

1.3%

1.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

裁判員

候補者

(15,980人)

裁判員

(5,048人)

補充

裁判員

(1,554人)

職業別
お勤め 自営・自由業 パート・アルバイト 専業主婦・専業主夫

学生 無職 その他 不明
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図表２１ 選任された補充裁判員数別の判決人員の分布及び選任された補充裁判員数の 

平均（実審理予定日数別） 

０人 １人 ２人 ３人 ４人 ５人
６人

以上

905       -         33       780      75       12       2         3         2.1          

２日以内 1          -         1         -         -         -         -         -         1.0          

３日 90        -         16       73       1         -         -         -         1.8          

４日 141       -         8         129      4         -         -         -         2.0          

５日 210       -         7         196      6         1         -         -         2.0          

６日 134       -         1         128      3         1         1         -         2.1          

７日 125       -         -         117      7         1         -         -         2.1          

８日 78        -         -         65       10       2         1         -         2.2          

９日 47        -         -         36       9         2         -         -         2.3          

１０日 21        -         -         15       6         -         -         -         2.3          

１１日以上 58        -         -         21       29       5         -         3         2.9          

（注）　選任された補充裁判員数の平均は，

　　　　　選任された補充裁判員数（延べ人員）

　　　　　　　　判決人員（実人員）

総数

選任された

補充裁判員

数の平均

判 決 人 員

総数

選 任 さ れ た 補 充 裁 判 員 数

実

審

理

予

定

日

数

により算出した。
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(5) 解任の状況 

解任された裁判員等の解任理由別の延べ人員を公判等の全開廷回数別にみると（裁判

員等が解任された時点の公判の回数ではない。），図表２２のとおりである。 

 

 

図表２２ 解任理由別の裁判員及び補充裁判員の解任数（開廷回数別） 

2回以内 3回 4回 5回 6回以上

        905 4         213      330      189      169      

(0.20)  (0.14) (0.15) (0.20) (0.38)

179        -         29       48       38       64       

宣誓拒否，出頭義務違反，欠格事由等，

進行妨害
4           -         2         1         1         -         

その他の義務違反，不公平な裁判のおそ

れ，虚偽記載等
-           -         -         -         -         -         

辞任申立て 175        -         27       47       37       64       

(0.11)  (0.09) (0.09) (0.11) (0.18)

99         -         19       29       21       30       

宣誓拒否，出頭義務違反，欠格事由等，

進行妨害
-           -         -         -         -         -         

その他の義務違反，不公平な裁判のおそ

れ，虚偽記載等
-           -         -         -         -         -         

辞任申立て 70         -         9         19       17       25       

(0.03)  (0.05) (0.03) (0.02) (0.03)

29         -         10       10       4         5         

（注）１　延べ人員（判決人員は実人員）である。

　　　２　開廷回数には，裁判員裁判対象事件が併合される前の，裁判官のみで行われたものを含む。

　　　３　（　）内は判決人員１人当たりの平均である。

開 廷 回 数

判決人員

裁

判

員

　総数

補

充

裁

判

員

　総数

必要がないと認めたもの（法45条）

総数
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(6) その他 

選任手続期日に要した時間の分布別に出席した裁判員候補者数の分布状況をみると，

図表２３のとおりである。選任手続期日に要した時間の平均は，90.5 分であり，出席し

た裁判員候補者の平均は，27.4 人である。 

 

 
図表２３ 出席した裁判員候補者数別の判決人員の分布及び出席した裁判員 

候補者総数（選任手続期日に要した時間別） 

30人

以内

35人

以内

40人

以内

45人

以内

50人

以内

50人を

超える

905      653      152      61        27        6         6         24,798    

90分以内 555      440      80        26        8         1         -         14,448    

120分以内 284      187      55        26        13        3         -         8,059      

150分以内 54        24        15        8         6         -         1         1,746      

180分以内 8         2         1         1         -         2         2         332        

180分を超える 4         -         1         -         -         -         3         213        

（注）延べ人員（判決人員は実人員）である。

出席した

裁判員

候補者

総数

 

　

選

任

手

続

期

日

に

 

　

要

し

た

時

間

総 数

総数

出 席 し た 裁 判 員 候 補 者 数

判 決 人 員

90分以内

61.3%
120分以内

31.4%

150分以内

6.0%

180分以内

0.9% 180分を超える

0.4%

選任手続期日に要した時間別の判決人員
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５ 辞退申立て，許否に関する状況（選任手続全般を通じて） 

各裁判員裁判対象事件で選定された裁判員候補者が選任手続期日に出席するまでの総数

の推移をみると，図表２４のとおりである。 

 

 

図表２４ 選定から選任手続期日出席までの裁判員候補者数の推移 

（注）１　延べ人員である。

　　　２　「呼び出さない措置がされた裁判員候補者の数」及び「呼出取消しがされた裁判員候補者の数」には，

　　　　辞退が認められた人のほか， (1)欠格事由，就職禁止事由に該当するとして，呼び出さない措置又は呼

　　　　出取消しがされたものが含まれ，さらに前者には， (2)転居先不明等により裁判員候補者名簿記載通知

　　　　等が不到達であったものが含まれる。

　　　３　「裁判員候補者の出席率」とは，選任手続期日に出席を求められた人（呼出状を送付した裁判員候補

　　　　者のうち，呼出取消しがされなかった人）のうち，現に選任手続期日に出席した人の割合をいう。

　　　　　なお，「選任手続期日に出席を求められた人」には，そもそも呼出状が到達しておらず，現実的には

　　　　出席を期待し得ない裁判員候補者も含まれることに留意を要する。

　　　４　［　］は，総数を判決人員（実人員９０５人）で除した平均値である。

呼出取消しがされた裁判員候補者

の数（ｄ）　　　　　　    注２

           33,922

［115.1］ 

           69,504

［76.8］ 

           24,798

［27.4］ 

総数

           34,701

選定された裁判員候補者の総数

［38.3］ 

［37.5］ 

総数

          104,205

裁判員候補者の出席率（％）

（ｅ／(ｃ－ｄ)）　　　　　　        注３

呼出状を送付した裁判員候補者

の数（ｃ）

選任手続期日に出席した裁判員

候補者の数（ｅ）

呼び出さない措置がされた裁判員

候補者の数　　　　    注２

69.7  
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選任手続期日の前と当日別に裁判員候補者の辞退を許可した人員と辞退事由の内訳をみ

ると，図表２５のとおりである。なお，次頁の円グラフは，選任手続期日の前と当日別の

辞退許可人員を辞退事由の割合に応じてグラフ化したものである。また，月の大半にわた

って裁判員になることが困難な特定の月があるとの申出は，その困難な事由に応じ，表中

の辞退事由欄にそれぞれ計上した。 

 
図表２５ 辞退が認められた裁判員候補者数及びその辞退事由別の内訳（選任手続 

期日の前と当日別） 

辞退申出によって

呼び出さない

措置がされた

裁判員候補者

辞退申出によっ て

呼出取消しが

された裁判員

候補者

判決人員 905              

104,205       

(100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

69,037         33,776           32,341           2,920           

<100.0> <48.9> <46.8> <4.2>

(39.4) (67.9) (13.0) (1.6) 

27,183         22,942           4,193             48                

(11.7) (15.6) (8.4) (3.6) 

8,072           5,255             2,712             105              

(8.1) (4.2) (12.2) (7.2) 

5,580           1,430             3,940             210              

(25.7) (7.5) (42.6) (47.7) 

17,713         2,530             13,789           1,394           

(0.9) (0.3) (1.3) (4.1) 

638              90                  427                121              

(0.0) (0.0) (0.1) 

25                7                    18                  -                  

(0.7) (0.2) (1.2) (0.3) 

466              58                  398                10                

(1.4) (0.6) (2.3) (1.4) 

992              215                735                42                

(0.7) (0.2) (1.2) (1.8) 

505              55                  396                54                

(0.1) (0.0) (0.2) (0.1) 

61                3                    55                  3                  

(2.3) (1.0) (3.7) (0.9) 

1,572           344                1,202             26                

(9.0) (2.5) (13.8) (31.1) 

6,230           847                4,476             907              

（注）１　延べ人員（判決人員は実人員）である。

　　　２　（　）は辞退が認められた裁判員候補者の数に対する割合（％）である。

　　　３　＜　＞は辞退が認められた裁判員候補者の総数に対する割合（％）である。

疾病傷害（法16条8号イ）

介護養育（法16条8号ロ）

事業における重要用務（法16条8号ハ）

裁判員法16条1号～7号の辞退（70歳以上，学生等）

出産等への立会い等（辞退政令4号）

遠隔地（辞退政令5号)

その他精神上又は経済上の不利益（辞退政令6号)

社会生活上の重要用務（法16条8号ニ）

妊娠中又は産後8週以内（辞退政令1号）

法16条8号ロ以外の介護養育（辞退政令2号）

親族等の同居人の入院等の付添い（辞退政令3号）

重大な災害に伴う生活再建（法16条8号ホ）

総数
選任手続

期日当日

選 任 手 続 期 日 前

辞退が認められた裁判員候補者の数

選定された裁判員候補者の数
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裁判員法16条1号～7号の

辞退（70歳以上，学生等）

41.0%

事業における重要用務

24.7%

疾病傷害

12.0%

介護養育

8.1%

その他精神上又は

経済上の不利益

8.1%
その他

6.1%

〔選任手続期日前〕

裁判員法16条1号～7号の

辞退（70歳以上，学生等）

39.4%

事業における重要用務

25.7%

疾病傷害

11.7%

その他精神上又は経済上

の不利益

9.0%

介護養育

8.1%

その他

6.2%

〔総 数〕

事業における

重要用務

47.7%

その他精神上又は

経済上の不利益

31.1%

介護養育

7.2%

社会生活上

の重要用務

4.1%

疾病傷害

3.6%

その他

6.3%

〔選任手続期日当日〕

 

 

     
実審理予定日数別の辞退が認められた裁判員候補者の割合を庁別及び辞退事由別にみる

と，図表２６及び図表２７のとおりである。また，事件が終局した月別
*12
に辞退が認めら

れた裁判員候補者の割合は，図表２８のとおりである。 

                                                                                          

*12 事件が終局した日（判決宣告日）を基準として，その属する月別に集計したものである。裁判員等選任

の日や辞退を認めた日の属する月ではないことに留意されたい。 
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図表２６ 実審理予定日数別の辞退が認められた裁判員候補者の割合（％）（庁別） 

２日

以内
３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 10日

11日

以上

総数 66.3                         41.5     60.8     63.1     64.6     65.9     65.9     67.5     69.5     69.0     74.3     

東京地裁本庁 58.8                         41.5     55.1     56.9     57.6     59.3     60.2     62.2     68.3     57.0     65.7     

東京地裁立川支部 64.4                         -       -       57.3     58.6     61.8     60.9     63.8     67.1     68.6     72.5     

横浜地裁本庁 68.5                         -       61.3     58.9     63.2     67.9     68.8     67.0     70.5     67.7     75.2     

横浜地裁小田原支部 66.6                         -       -       -       64.6     -       71.8     -       -       66.4     -       

さいたま地裁本庁 63.0                         -       52.5     56.6     64.2     63.9     65.8     64.9     -       71.5     74.4     

千葉地裁本庁 65.3                         -       60.7     61.8     62.4     66.4     63.8     63.6     68.3     71.9     73.3     

水戸地裁本庁 69.8                         -       69.1     63.8     67.9     -       68.7     69.6     70.4     68.1     72.5     

宇都宮地裁本庁 65.1                         -       -       64.4     62.6     -       68.4     -       -       -       -       

前橋地裁本庁 64.8                         -       57.3     58.5     66.1     67.7     66.4     -       -       -       -       

静岡地裁本庁 62.9                         -       61.3     62.5     63.8     -       -       -       64.1     -       -       

静岡地裁沼津支部 67.4                         -       -       67.6     67.0     62.1     -       70.2     -       -       -       

静岡地裁浜松支部 79.2                         -       -       61.4     -       75.7     -       -       -       -       82.0     

甲府地裁本庁 70.7                         -       -       -       73.3     -       -       67.2     -       -       72.4     

長野地裁本庁 72.9                         -       -       65.3     -       72.7     68.8     -       84.0     -       -       

長野地裁松本支部 71.8                         -       -       70.4     62.4     74.3     65.9     -       -       76.9     -       

新潟地裁本庁 73.2                         -       68.0     67.1     73.3     -       -       73.4     -       -       79.1     

大阪地裁本庁 64.5                         -       59.6     63.1     64.0     63.0     63.7     66.8     64.4     68.8     71.6     

大阪地裁堺支部 66.8                         -       62.1     -       66.5     70.0     69.3     -       -       -       65.8     

京都地裁本庁 67.5                         -       -       -       65.8     65.5     69.6     63.2     69.9     -       64.0     

神戸地裁本庁 60.4                         -       52.8     61.9     57.4     65.0     60.4     62.0     67.1     -       80.8     

神戸地裁姫路支部 71.7                         -       70.0     70.7     69.3     -       75.3     76.4     71.3     -       -       

奈良地裁本庁 60.1                         -       64.0     55.3     57.3     60.8     62.9     -       -       -       -       

大津地裁本庁 72.8                         -       65.0     70.0     70.0     72.0     65.6     -       74.6     -       77.2     

和歌山地裁本庁 70.0                         -       -       65.7     -       -       -       -       -       -       75.4     

名古屋地裁本庁 65.7                         -       64.6     61.1     64.6     61.8     66.3     76.4     63.8     67.8     70.3     

名古屋地裁岡崎支部 63.2                         -       -       66.7     65.8     -       50.7     61.2     -       -       -       

津地裁本庁 68.8                         -       60.3     64.0     70.4     77.7     75.8     68.6     -       -       -       

岐阜地裁本庁 73.6                         -       -       74.2     71.3     72.7     75.8     73.3     -       -       -       

福井地裁本庁 61.1                         -       -       -       -       -       61.1     -       -       -       -       

金沢地裁本庁 65.6                         -       64.3     67.3     73.3     58.3     -       -       -       -       -       

富山地裁本庁 66.3                         -       -       -       66.5     66.0     66.1     -       -       -       -       

辞退が認められた裁判員

候補者の割合（総数）

実 審 理 予 定 日 数

       



第２ 裁判員等の選任に関する実施状況について 

37 

（図表２６つづき） 

２日

以内
３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 10日

11日

以上

広島地裁本庁 65.3                         -       63.0     64.8     61.3     66.9     67.6     68.8     -       -       -       

山口地裁本庁 67.9                         -       -       62.0     66.9     -       -       73.8     -       -       67.3     

岡山地裁本庁 66.3                         -       63.6     67.4     68.8     58.6     65.5     -       69.3     65.8     -       

鳥取地裁本庁 77.9                         -       -       74.1     -       -       -       -       -       -       79.5     

松江地裁本庁 67.1                         -       -       67.1     -       -       -       -       -       -       -       

福岡地裁本庁 65.5                         -       63.9     62.7     64.4     66.0     62.4     68.0     70.0     62.7     -       

福岡地裁小倉支部 63.0                         -       55.3     -       58.6     -       61.0     70.0     -       71.7     -       

佐賀地裁本庁 65.6                         -       -       -       65.6     -       -       -       -       -       -       

長崎地裁本庁 68.7                         -       64.5     76.4     -       -       -       -       -       -       -       

大分地裁本庁 68.8                         -       68.8     -       -       -       -       -       -       -       -       

熊本地裁本庁 71.6                         -       -       70.8     72.7     -       -       -       71.4     -       -       

鹿児島地裁本庁 69.4                         -       -       67.9     63.5     64.1     -       -       -       -       76.7     

宮崎地裁本庁 64.5                         -       -       64.5     -       -       -       -       -       -       -       

那覇地裁本庁 62.8                         -       61.6     63.6     66.7     62.1     58.2     -       -       -       -       

仙台地裁本庁 73.3                         -       -       -       -       68.3     74.8     72.7     70.7     -       75.7     

福島地裁本庁 72.3                         -       -       -       72.3     -       -       -       -       -       -       

福島地裁郡山支部 76.1                         -       -       -       77.0     -       -       -       -       -       75.7     

山形地裁本庁 71.0                         -       67.5     -       -       -       -       -       73.3     73.3     -       

盛岡地裁本庁 68.6                         -       -       66.7     68.9     66.7     -       73.8     -       -       -       

秋田地裁本庁 70.0                         -       -       67.3     74.7     67.5     -       -       -       -       -       

青森地裁本庁 71.9                         -       -       -       70.6     73.3     72.7     72.1     -       -       -       

札幌地裁本庁 68.7                         -       61.4     74.0     56.7     71.4     66.7     67.8     -       -       74.4     

函館地裁本庁 65.1                         -       -       62.9     -       66.5     -       -       -       -       -       

旭川地裁本庁 -                           -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       

釧路地裁本庁 69.0                         -       -       -       69.0     -       -       -       -       -       -       

高松地裁本庁 69.5                         -       -       68.9     66.0     64.5     74.8     72.7     -       72.0     -       

徳島地裁本庁 75.3                         -       -       66.0     75.5     70.0     68.7     -       77.6     -       84.3     

高知地裁本庁 75.4                         -       65.0     82.9     74.8     -       77.1     -       -       -       -       

松山地裁本庁 60.0                         -       -       60.0     -       -       -       -       -       -       -       

  （注）辞退が認められた裁判員候補者の割合は，      　　　　　　　　　　　　    ×100により算出した。

実 審 理 予 定 日 数
辞退が認められた裁判員

候補者の割合（総数）

辞退が認められた裁判員候補者数

選定された裁判員候補者数
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図表２７ 実審理予定日数別の辞退が認められた裁判員候補者の割合（％） 

（辞退事由別） 

２日

以内
３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 10日

11日

以上

総数 66.3 41.5 60.8 63.1 64.6 65.9 65.9 67.5 69.5 69.0 74.3 

裁判員法16条1号～7号の辞退（70歳以上，学生等） 26.1 15.4 24.9 26.5 25.8 26.6 25.4 25.6 26.7 26.7 27.1 

疾病傷害（法16条8号イ） 7.7 7.7 7.5 7.4 7.7 7.8 8.1 7.5 7.8 8.0 8.1 

介護養育（法16条8号ロ） 5.4 1.5 5.3 5.0 5.3 5.2 5.4 5.6 5.2 5.1 6.0 

事業における重要用務（法16条8号ハ） 17.0 10.8 12.9 14.5 15.8 16.7 17.1 18.0 19.2 19.1 22.8 

社会生活上の重要用務（法16条8号ニ） 0.6 -       0.4 0.5 0.6 0.6 0.6 0.7 0.6 0.6 0.9 

重大な災害に伴う生活再建（法16条8号ホ） 0.0            -       -       0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      -       0.0      

妊娠中又は産後8週以内（辞退政令1号） 0.4 1.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 

法16条8号ロ以外の介護養育（辞退政令2号） 1.0 -       0.9 0.9 0.9 0.9 1.0 0.8 0.8 0.9 1.2 

親族等の同居人の入院等の付添い（辞退政令3号） 0.5 -       0.4 0.6 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.5 

出産等への立会い等（辞退政令4号） 0.1 -       0.0 0.1      0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 -       0.1 

遠隔地（辞退政令5号) 1.5 -       1.5 1.3 1.4 1.7 1.5 1.6 1.6 1.7 1.6 

その他精神上又は経済上の不利益（辞退政令6号） 6.0 4.6 6.6 6.0 6.3 5.4 5.7 6.6 6.4 5.9 5.5 

辞退が認め

られた裁判

員候補者の
割合（総数）

（注）　辞退が認められた裁判員候補者の割合は，　   　　　　      　　　       ×100により算出した。

実 審 理 予 定 日 数

辞退が認められた裁判員候補者数

選定された裁判員候補者数

 

図表２８ 終局月別の辞退が認められた裁判員候補者の割合 

総数 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月

選定された裁判員候補者の数 104,205  8,315   13,348  11,040  -         290      7,670   

(66.3) (67.5) (68.2) (72.2) (62.4) (65.7)

69,037   5,610   9,110   7,970   -         181      5,036   

７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月

14,350  5,600   9,710   13,328  9,575   10,979  

(62.4) (61.6) (63.7) (65.9) (65.9) (67.6)

8,961   3,452   6,187   8,789   6,314   7,427   

（注）１　延べ人員である。

　　　２　（　）は選定された裁判員候補者の数に対する割合（％）である。

辞退が認められた裁判員候補者の数

    


